
令和６年度 ⽣活⽀援部会の活動について 
 

（部会⻑）社会福祉法⼈愛光 近藤 
（事務局）障害福祉課 平野、向後、荒木、高橋 

【部会の目的】 
  地域の課題を整理し、暮らしを⽀援するために必要なことを検討する。 
  部会活動から各事業所間の関係を築く。 
  必要に応じ課題解決のために作業部会を設け、検討を⾏う。 

 
【作業部会とその目的】 

医ケア児者の災害対策検討部会 
  医ケア児者の災害対策についての検討 

グループホーム等事業所連絡会 
  各事業所間の連携を通じて、各事業所の地域資源としての有効活⽤、⽀援⼒を

高める 
 

【令和６年度の成果・活動目標】 
（１）⽣活⽀援部会 
〇障害者の日常⽣活⽀援への検討 
  地域課題についての検討。課題解決については作業部会で実施 

 
（２）医ケア児者の災害対策検討部会 
〇医療的ケア児者の災害対策⽀援 
  医ケア児者のモデルケースによる避難訓練の実施 
  個別避難計画のシート及び手引きの作成 
  ⾃助⼒を高める取り組みの実施 
 
（３）グループホーム等事業所連絡会 
〇グループホームの質の向上 
  各事業所間の横のつながりの強化 
  各事業所における世話⼈や⽣活⽀援員への研修やトレーニング体制の確認 
  各事業所や相談⽀援事業所との情報交換から各事業所に必要な⽀援を考察 
〇地域連携推進会議の進め方について 
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【令和６年度の活動実績】 
（１）⽣活⽀援部会 
〇障害者の日常⽣活⽀援 
  作業部会の進捗報告及び地域課題について検討 
  障害者が日常⽣活の不安を抱えることなく送れるようにするために、医療的ケア児者の災害

対策と、各事業所の質の向上を⽀援する方向性を検討 
 
（２）医ケア児者の災害対策検討部会 
〇医療的ケア児者の災害対策⽀援 
  昨年度に引き続き、医療的ケア児者が災害時であっても、⽣活を続けていくために必要な⽀

援等についての検討を実施 
  ⾃治会等の協⼒を得て、モデルケースの避難訓練を実施し、個別避難計画のもととなる個

別避難計画書の書式を作成した。 
  ⾃助⼒を高めるため、年度内に放課後等デイサービス事業所（1 事業所）と医ケア児の茶

話会で実施予定。 
 

（３）グループホーム等事業所連絡会 
〇グループホームの質の向上 
  事業所間の横のつながりの強化を目指し、年度後半に 1 回開催した。 
  各事業所や相談⽀援事業所との情報交換から事業所に必要な⽀援を考える場を設けた。

13 事業所の参加があった。 
〇地域連携推進会議の進め方について 
  令和 7 年度から義務化される地域連携推進会議について、今年度地域連携推進会議を

開催したジョーの家から、会議の参加者や会議内容等についての情報提供があった。 
  地域連携推進会議の進め方についての疑問点について事業所間で共有した。 
  近隣の事業所間で協⼒し合えるように、交流できる班組をした。 
 
【令和７年度以降の課題、取り組みの方向性】 

① 課題 
  医ケア児者の個別避難計画作成及び避難訓練を含め、地域の協⼒者の確保 
  グループホーム等事業所連絡会へ参加する事業所が固定されている 

→直接電話連絡することで、参加される事業所が多い。連絡方法の工夫と参加のメリットを
検討する必要がある 

  グループホームに空床があり、資源が活⽤されていない。 
  グループホームの空床解消には、受け入れが可能な対象者を広げる必要があり、従事者は

様々な障害特性に対応できる⽀援⼒が必要 
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② 取り組みの方向性 
  作成した個別避難計画書を⽤いての避難訓練を、佐倉市避難⾏動要⽀援者避難⽀援

部会とともに実施する。 
  市内グループホームにグループホーム等事業所連絡会への参加を促進する。 
  様々なグループホームでの取り組みを知り、⽀援⼒を高める 
 
※上記に加え、佐倉市障害者総合⽀援協議会の関係部会の合同開催により、研修実施を⾏
う。（障害者虐待防止等研修、就労選択⽀援事業に関する研修） 
 
【令和６年度開催実績と議題等】 
（１）⽣活⽀援部会 

回 開催日(予定) 会場 議題、活動内容 
１ Ｒ6.7.18 南部地域福祉

センター 
・今年度の部会活動について 
・障害者週間の啓発事業について 

2 R6.12.12 南部地域福祉
センター 

・作業部会の進捗について 
・障害者週間の啓発事業の報告 

3 R7.3.6 南部地域福祉
センター 

・今年度のまとめ 
・佐倉市障害者総合⽀援協議会への提案事項
の確認 

 
（２）医ケア児者の災害対策検討部会 

回 開催日(予定) 会場 議題、活動内容 
１ Ｒ6.5.10 佐倉中央公⺠

館 
・今後の予定及び計画の方向性の確認 
・中志津、白銀モデルケースについて 
・災害に対する備えチェックリストについて 

2 R6.7.16 佐倉中央公⺠
館 

・中志津モデルケースについて 
・災害に対する備えチェックリストについて 

3 R6.8.29 佐倉中央公⺠
館 

・中志津モデルケースについて 
 

4 R6.10.1 佐倉中央公⺠
館 

・中志津モデルケースの報告 
・白銀モデルケースについて 

5 R6.12.5 佐倉中央公⺠
館 

・白銀モデルケースの報告 
・避難⽀援個別計画書の書式について 

6 R7.2.5 佐倉中央公⺠
館 

・⽣活⽀援部会への報告 
・避難⽀援個別計画書の書式及び契約について 
・次年度の予定について 
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（※上記会議のほかに、関係者で中志津⾃治会と 5 回、白銀⾃主防災組織と 3 回、避難訓
練の打ち合わせを⾏った。また中志津と白銀のモデルケースで避難訓練を実施した。） 
 
（３）グループホーム等事業所連絡会 

回 開催日(予定) 会場 議題、活動内容 
１ R7.1.16 南部地域福祉

センター 
・情報交換 
・業務上の課題、改善について 
・地域連携推進会議について 

 
【構成員】 
（１）⽣活⽀援部会 32 ⼈ 

当事者団体（３）、障害福祉サービス事業者（28）、佐倉市社会福祉協議会（1） 
（※検討内容により構成員は変動する） 

 
（２）医ケア児者の災害対策検討部会 11 ⼈ 

当事者団体（1）、障害福祉サービス事業者（8）、佐倉市社会福祉協議会（2） 
（※検討内容により構成員は変動する） 

 
（３）グループホーム等事業所連絡会 27 ⼈ 

障害福祉サービス事業者（25）障害者グループホーム等⽀援ワーカー（2） 
（※検討内容により構成員は変動する） 
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令和６年１０月１１日 

福祉部障害福祉課作成 

令和６年度 医療的ケア児等災害時避難訓練について 

1 訓練の目的 

○令和３年の災害対策基本法の改正より、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者

等の「災害時要支援者」について、「個別避難計画」の作成することが市町村の努力義務となり

ました。 

○こうした動きを踏まえ、佐倉市では、令和４年度及び令和５年度に災害時支援の優先度が高い

と考えられる「医療的ケア児」を対象とする避難訓練を実施し、判明した課題を踏まえて「個別

避難計画」の様式（案）を作成いたしました。 

○今回は、「個別避難計画」の様式（案）に基づく避難訓練を実施し、「個別避難計画」の様式を確

定すること目的として訓練を行いました。 

 

2 訓練の日時及び場所 

・２０２４年１０月６日(日) ８：５０～１０：３０ 

・佐倉市中志津周辺 

（中志津 1 丁目自宅～いちょう通り～中志津商店街～中志津自治会センター） 

 

3 参加者 約 50 名 

① 当事者・家族 

② 中志津自治会のみなさん 

③ 佐倉市議会議員 ４名 

④ 医療的ケア児者の災害対策検討部会事務局 ７名 

・生活支援部会長、福祉部長、障害福祉課長、障害福祉課職員 

⑤ 関係機関 １２名 

・相談支援事業所、障害児通所事業所、千葉県医療的ケア児支援センター、生活支援コーディ

ネーター、訪問看護事業所、佐倉市社会福祉協議会、佐倉市危機管理課、佐倉市社会福祉課 

 

4 災害想定 

① マグニチュード７．０規模の地震発生。佐倉市内まだら停電により対象医療的ケア児の自宅

周辺は停電の状態。固定電話、携帯電話は不通。メールなどの通信も不安定な状態。 

② 自宅には本人と母の二人のみ。家族は全員外出中で連絡がつかない。蓄電池の残量が少な

いため人工呼吸器等の使用持続時間に不安が生じた。 
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5 訓練の流れ 

訓練開始 

花火の打ち上げ 

８：５０ 地震発生。マグニチュード 7.0 規模の大きな揺れを感じる。 

      各自の安全を確保する。 

 医療的ケア児家族 無事であれば家の外に黄色いタオルをかけることになっている 

→かけられない 

      医療的ケア児家族 ライフラインの確認、医療機器の点検、充電状態の確認 

８：５５ 停電。余震が続いている。 

      自治会班長 班内の被災状況の調査開始。 

      医療的ケア児家族 停電が復旧しない状態。蓄電池を確認したところ残りが少なく、１日

分くらい。発電機のある自治会センターに避難を希望。しかし自宅内には母し

かおらず、多量の荷物があるため、避難には人手が必要。 

９：１５ （実際には地震発生から 1 時間以上経過している）余震は続いている。 

  自治会班長 医療的ケア児家族の状況について把握。防災事務局に報告及び医療的

ケア児家族から自治会センターに避難するための救護班の派遣を要請。 

  防災事務局 自治会班長から医療的ケア児家族の状況報告を受け、救護班５名の派遣

を決定。 

 救護班 防災事務局からの連絡を受け、医療的ケア児家族在住の自治会班内の防災

支部から救護班５名が医療的ケア児宅へ出発 

９：３０ 医療的ケア児家族 救護班 救護班５名、荷物運搬用のリヤカーとともに医療的ケア児

宅に到着 

９：４５ 医療的ケア児家族 災害伝言ダイヤル使用訓練。 

医療的ケア児家族 救護班 荷物をまとめ、救護班５名と自治会センターへ出発。 

１０：００ 医療的ケア児家族 救護班 自治会センターへ到着。 

      防災事務局 発電機を準備。医療的ケア児家族は電源確保。 

１０：１０ 防災事務局 避難エリアを整備。整備終了後、看護師（自治会在住）がバイタルチェック

を行う。 

１０：３０ 参加者全員 避難訓練無事終了。 

 

6 今後について 

① 訓練後の反省会（関係機関を含めた反省会）にて、いくつか課題点がでました。その他の参

加関係者も含めた反省会を後日開催し、避難訓練を総括します。 

② 関係者にアンケートを実施し、訓練を通じての課題点を抽出します。 

③ ①②を参考に個別避難計画書ひな型の完成を目指します。 
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令和６年１１月２６日 

福祉部障害福祉課作成 

令和６年度 医療的ケア児等災害時避難訓練（２回目）について 

1 訓練の目的 

○令和３年の災害対策基本法の改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害

者等の「災害時要支援者」について、「個別避難計画」を作成することが市町村の努力義務とな

りました。 

○こうした動きを踏まえ、佐倉市では、令和４年度及び令和５年度に災害時支援の優先度が高い

と考えられる「医療的ケア児」を対象とする避難訓練を実施し、判明した課題を踏まえて「個別

避難計画」の様式（案）を作成いたしました。 

○今回は、「個別避難計画」の様式（案）に基づく避難訓練を実施し、「個別避難計画」の様式を確

定すること目的として訓練を行いました。 

 

2 訓練の日時及び場所 

・２０２４年１１月１３日(水) １４：０２～１５：３０ 

・佐倉市白銀周辺 

（白銀２丁目自宅～ちとせ小町） 

 

3 参加者 ４２名 

① 当事者・家族 

② 白銀自主防災組織のみなさん １７名（佐倉市議会議員１名含む。） 

③ 佐倉市議会議員 ３名 

④ 医療的ケア児者の災害対策検討部会事務局 ７名 

・生活支援部会長、福祉部長、障害福祉課長、障害福祉課職員 

⑤ 関係機関 １４名 

・相談支援事業所、障害児通所事業所、佐倉市社会福祉協議会、佐倉市危機管理課、佐倉市

社会福祉課 

 

4 災害想定 

① マグニチュード７．０規模の地震発生。佐倉市内まだら停電により対象医療的ケア児の自宅

周辺は停電の状態。固定電話、携帯電話は不通。メールなどの通信も不安定な状態。 

② 自宅には本人と母の二人のみ。家族は全員外出中で連絡がつかない。蓄電池の残量が少な

いため人工呼吸器等の使用持続時間に不安が生じた。 
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5 訓練の流れ 

訓練開始 

１４：０２ 地震発生。マグニチュード 7.0 規模の大きな揺れを感じる。 

      各自の安全を確保する。 

 医療的ケア児家族 無事であれば家の外に世帯１名が道路に出ることになっている。 

→出られないので、表札に張り紙で現状を伝える。 

      医療的ケア児家族 ライフラインの確認、医療機器の点検、充電状態の確認 

１４：１５ 停電。余震が続いている。 

      自主防災組織班長 班内の被災状況の調査開始。 

      医療的ケア児家族 停電が復旧しない状態。蓄電池を確認したところ残りが少なく、１日

分くらい。電源確保のためにちとせ小町への避難を決断し、ちとせ小町に連絡

し受け入れの承諾を得る。しかし自宅内には母しかおらず、多量の荷物があ

るため、避難には人手が必要。 

１４：３０ （実際には地震発生から 1 時間以上経過している）余震は続いている。 

  自主防災組織班長 医療的ケア児家族の状況について把握。防災事務局に報告し、避

難誘導チームの出動を要請。 

  避難誘導チーム ちとせ小町への避難誘導のために、貸出用の発電機とともに矢澤家

へと移動。 

１４：４５ 医療的ケア児家族 避難誘導チーム 避難誘導チームが荷物運搬用のリヤカーととも

に医療的ケア児宅に到着し、ちとせ小町へと避難を開始 

１５：０５ 医療的ケア児家族 ちとせ小町に到着。避難場所に移動。発電機の稼働確認し電源確

保。 

避難誘導チーム 防災事務局へ避難完了を報告。 

１５：２０ 参加者全員 避難訓練無事終了。 

 

6 今後について 

① 関係者にアンケートを実施し、訓練を通じての課題点を抽出します。 

② 訓練実施後に関係機関と会議を開き、個別避難計画のひな型についての意見をもらいます。 

③ ①②を参考に個別避難計画書ひな型の完成を目指します。 
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令和６年度 啓発・権利擁護部会の活動について 
 

（部会⻑）社会福祉法⼈愛光 安部 
（事務局）障害福祉課 ⻑⾕川、佐藤（幸）、佐藤（英） 

 
【部会の目的】 
  障害の理解促進のため、啓発・広報活動などの充実に関する検討を⾏う。 
  障害者の権利擁護（虐待防止、障害者差別解消など）についての課題を整理し、必要な

施策の検討を⾏う。 
 
【令和 6 年度の成果・活動目標】 
  啓発活動を⾏い、市⺠や企業等に対し障害者理解の促進を図る。 
  市内の事業所に対し、障害者虐待防止の啓発活動を⾏う。 
  佐倉市成年後⾒⽀援センターと連携し、当事者家族へ成年後⾒制度の周知・啓発を実施

する。 
  ⼦ども向けの福祉教育について、検討を⾏う。 
 
【令和６年度の活動実績】 
  障害者虐待防止研修の実施（令和 6 年 10 ⽉ 21 日実施、52 団体、77 名参加） 
  市内⼩中学校における福祉教育実績の収集、及び学年ごとの福祉教育案の検討 
  市⺠相談員合同研修における障害者理解促進に関する講演（令和 6 年 8 ⽉ 28 日実

施、19 名参加） 
 
【令和７年度以降の課題、取組の方向性】 
○課題 
  障害理解のための効果的な啓発（特に児童・⽣徒への啓発） 
  障害者虐待防止や障害者差別解消の推進 
  成年後⾒制度の周知、利⽤促進 
   
○方向性 
  学校教育における福祉教育促進に関する方策の策定 
  障害者虐待防止の障害者差別解消に関する啓発 
  成年後⾒制度に関する情報収集と周知 
 
※上記に加え、佐倉市障害者総合⽀援協議会の関係部会の合同開催により、研修実施を⾏
う。（障害者虐待防止等研修、就労選択⽀援事業に関する研修） 
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【令和 6 年度開催予定と議題等】 

回 開催日(予定) 会場 議題、活動内容 

１ Ｒ6.5.27 健康管理センター 

  第 7 次佐倉市障害者計画・第 7 次障害福祉
計画について 

  専門部会の取組について 
  令和 6 年度の部会活動について（意⾒交換） 
  施設従事者向け障害者虐待研修について 
  障害理解促進のイベント等について 

２ R6.7.29 健康管理センター 

  部会員の交代について 
  障害者虐待防止について 
  佐倉市における福祉教育について 
  令和６年度障害者週間の実施内容（意⾒募

集） 

３ R6.9.30 健康管理センター 

  第１回障害者総合⽀援協議会について（報
告） 

  施設従事者向け障害者虐待研修について 
  ⼦ども向けの障害理解のための方策の検討 
  令和６年度障害者週間の実施内容 

－ Ｒ6.10.21 ⾅井公⺠館 ・障害者虐待防止研修 
※各専門部会との合同開催 

4 R6.11.25 健康管理センター 

  施設従事者向け障害者虐待研修について（報
告） 

  令和６年度障害者週間の実施内容について 
  福祉教育の対象や方向性について（報告） 

5 R7.1.27 健康管理センター 
  佐倉市の福祉教育について（報告） 
  令和６年度障害者週間の実績及び令和７年

度以降の内容について（報告及び意⾒募集） 

6 
R7.3.27 
（予定） 

健康管理センター 

  第２回障害者総合⽀援協議会について（報
告） 

  第２回障害者差別解消⽀援地域協議会につ
いて（報告） 

  令和７年度の事業計画について 
 
【構成員】 13 ⼈ 
当事者家族会(4)、ボランティア(2)、社会福祉法⼈(5)、ＮＰＯ(1)、佐倉市（指導課）(1) 
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 1 / 2 
 

令和６年度障害者虐待防止 事業者向け研修 アンケート集計結果 

（アンケート回答数 64 件/出席者 77 名） 

 

設問１ あなたが所属する事業所の性質は？ 

ア 相談➡5 名    イ 児童➡17 名  ウ 通所➡23 名   

エ 訪問看護➡1 名  オ 入所・GH➡10 名           ※複数回答あり 

カ その他（ ）➡14 名（就労支援 A型、放課後デイサービス など） 

 

設問２ 今回の研修の内容はいかがでしたか？ 

ア とても参考になった➡48 名  イ 参考になった➡15 名   ※無回答…1 名 

ウ あまり参考にならなかった➡0 名  ウ 参考にならなかった➡0 名 

【回答の理由】（抜粋） 

【ア とても参考になった と回答】 

❖「虐待とは?」について具体的に知ることができたし、小さな気づきも話の中(会話)

から感じとりたいと思えた。 

❖参加された方の事例等も聞きたかった。 

❖気づかぬ内に虐待をしてしまっているかもしれない事例を知ることができた。 

【イ 参考になった と回答】 

❖毎日の小さな気付きが大事。職場内の風通しってやっぱり大事ですよね。 

❖事例が挙げられており、内容が身近に感じられた。 

 

設問３ 今後、市が障害者虐待防止研修を開催した場合、参加を希望しますか？ 

ア 希望する➡64 名 イ 希望しない➡0 名 

【回答の理由】（抜粋） 

【ア 希望する と回答】 

❖市内の事業所の皆さんが参加されると思うので、共通の認識を持ち、共通言語を持

てると思うため。  

❖事例を知る事が大事である。今後も参加して気付くことが大事。 

❖オンライン研修なら参加したい。変則勤務の為。 

❖自分のせまい認識だけではなく、様々な状況における内容を聞けるため。 

 

設問４ 市が実施する障害者虐待防止研修について希望する頻度を教えてください。 

ア 年 2-3 回以上➡22 名  イ 年 1 回➡42 名  ウ 希望しない➡0 名 

【回答の理由】（抜粋） 

【ア 年 2-3 回以上 と回答】 

❖経験年数や立場による違いでそれぞれに合った内容を希望。 

❖事業者内で複数の職員が受講できるようにしてほしい。 
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 2 / 2 
 

❖一同に集めて講義形式であれば年１回程度でもいいと思いますが、ＧＷがあるとより

理解が進むと思います。 

【イ 年 1回 と回答】 

❖年１回だと確実に参加できる。 

❖定期的に研修する必要を感じるものの、回数が多いと予定を合わせるのが難しい。 

 

設問５ 職場で実施されている障害者虐待防止研修について教えてください。 

ア 外部の講師を招いた研修➡16 名  

イ 職場内の研修（施設職員が講師となるもの）➡53 名 

ウ 研修を行っていない➡1 名 

エ その他（  ）➡5 名（新しい事業所のため、本日が初めて など） 

※複数回答あり 

 

設問６ 本日の研修の感想や、障害者の虐待防止に関する市の取り組みについてご意見が

ありましたら教えてください。その他、アンケートの回答で補足することがあれ

ば記入してください。 

【自由意見から】（抜粋） 

❖普段使っていた言葉、良かれと思った言葉が虐待になるというのが気づけてよかっ

た。あと早い「気づき」が大切。何に対しても「気づき」は大切だなと感じました。 

❖法律の大まかな意義を明確に捉えていくこと、防止の視点を持つことの大切さを感じ

た。虐待による本人の認識、心理を学ぶこと、虐待に関連する刑法の正しい理解が必

要。管理者としては、事業所、職員と障害のある方を守る姿勢が大事。 

❖児童に関する事例をもう少しお聞きできたらありがたかったです。 

❖児童の場合、親御さんにも周知したい（趣旨がちがうかも）と感じました。 

❖現場に伝えるにはとてもいい内容です。昨年、県でも同じような研修がありましたが

目指すところは同じ。この研修は定期的に続けてください。例えば 30 分でオンデマン

ドにしてくれれば、職員会議で研修ができるのでうれしいです。 

❖普段何気なくしている支援にも虐待になるようなものもあるということで、より一層

気を付けていこうと思いました。 

❖通報することが一番難しいと感じる。家族からの虐待の通報が一番難しい。本人が否

定してしまう。施設を退所してしまう（家族に退所させられてしまう)ことが心配。通

報することで虐待がエスカレートしないか心配。 
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令和 6 年度 就労⽀援部会の活動報告について 
 

（部会⻑）社会福祉法⼈福葉会 木村 
（事務局）障害福祉課 土屋、勝田、前所 

 
【部会の目的】 
  市内の障害のある方の働くことに関しての土壌作りをすすめる。 
  障害特性に応じた就労（一般就労、福祉的就労）について啓発を促すとともに、雇⽤につ

いて調査をすすめ、障害のある方の就労の機会の確保・質の向上に寄与する。 
 
【作業部会とその目的】 

 作業部会 
  就労系サービス事業所の効果的な周知・啓発を⾏うと共に、障害者が希望する就労

や日中活動の実現のための効果的な取組を推進する。 
（構成員︓就労系サービス事業所 等） 

 
【令和 6 年度の成果・活動目標】 
  企業との交流を⾏い、施設外就労や作業の受注に結びつける。 
  事例検討会等を⾏い、事業所のサービスの質の向上を図る。 
  障害者優先調達推進法による受注件数を拡大する。 
 
【令和 6 年度の活動実績（作業部会を含む）】 
  企業⾒学会の開催 

  ワタキューセイモア株式会社佐倉工場（R6.5.29） 
  古河ユニック株式会社佐倉工場（R7.3 開催予定） 

  イベントへの参加（理解促進、販売機会の確保） 
  佐倉・産業大博覧会（R6.11.9〜10） 
  笑顔 de つながる ふくしフェスタ（R6.11.16） 
  パラスポーツと心のフェスティバル（R6.12.7） 

  企業と就労系事業所の交流機会の創出検討 
  企業等（工業団地連絡会など）への周知資料の作成検討 

  事例検討会の実施 
  作業部会において、対応困難事例についての共有・情報交換 

  作業部会員が情報交換するためのツールの検討 
  障害者虐待防止研修の実施 ※啓発・権利擁護部会との合同開催 
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【令和７年度以降の課題、取組の方向性】 
○課題 
  継続的な受注の確保による安定した工賃の⽀給（おもにＢ型事業所） 
  市内企業等の就労系事業所についての理解不⾜ 
  障害者優先調達推進法に基づく受注の拡大 
 
○方向性 
  農福連携の推進 
  障害者雇⽤に取り組む企業との連携（施設外就労等の推進） 
  他市⾃⽴⽀援協議会（就労関係部会）との情報交換・連携 
 
※上記に加え、佐倉市障害者総合⽀援協議会の関係部会の合同開催により、研修実施を⾏
う。（障害者虐待防止等研修、就労選択⽀援事業に関する研修） 
 
【令和６年度開催実績と議題等】 
（就労⽀援部会） 

回 開催日 会場 議題、活動内容 
１ Ｒ6.5.9 社会福祉セン 

ター３階中会議
室 

・令和 6 年度出店等イベントについて 
・令和 6 年度の部会活動について（意⾒交換） 
  第 7 次佐倉市障害者計画・第 7 次障害福

祉計画の策定 
  就労⽀援部会及び作業部会での活動 
・重度障害者等就労⽀援特別事業の実施につい
て（報告） 

－ Ｒ6.10.21 ⾅井公⺠館 ・障害者虐待防止研修 
※啓発・権利擁護部会との合同会議 

2 R6.11.13 社会福祉セン 
ター３階中会議
室 

・障害者総合⽀援協議会について（報告） 
・作業部会の活動報告 

3 
 
 

R7.3.5 社会福祉セン 
ター３階中会議
室 

・作業部会の報告 
・来年度の部会活動について 
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（作業部会） 
回 開催日 会場 議題、活動内容 
１ R6.7.22 社会福祉セン 

ター３階中会議
室 

・ワタキューセイモア株式会社 佐倉工場の⾒学に
ついて（報告） 
・企業等（工業団地連絡会など）への提供資料
の作成について（意⾒聴取） 
・企業に就労系事業所を知ってもらうための活動
（意⾒交換） 

2 
 

R6.9.11 社会福祉セン 
ター３階中会議
室 

・企業⾒学会の実施について（共有） 
・障害者週間のイベント案について（意⾒聴取） 
・作業部会の今後の活動について（情報交換し
たいことの集約等） 

３ R6.12.25 社会福祉セン 
ター３階中会議
室 

・令和７年度の部会活動について 
・事例検討について 
（事業所利⽤者からの要望とその対応について） 
・優先調達について 

 
 
【構成員】  
（１）就労⽀援部会 38 機関 

サービス事業所（28）、障害者就業・⽣活⽀援センター（１）、ハローワーク（１）、 
印旛特別⽀援学校さくら分校（1）、当事者団体(2)、相談機関（３）、 
その他関係機関（2） 

 
（２）作業部会 28 事業所 

就労系サービス事業所（28） ※就労継続⽀援Ａ・Ｂ、就労移⾏ 等 
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祉

関
係
機

関
連
絡

会

就
労

支
援
部

会

啓
発

・
権
利

擁
護
部

会

・
障

害
関

係
団

体
、

障
害

関
係

機
関

等
と

の
情

報
共

有
及

び
連

携
強

化
を

図
る

佐
倉

市
障

害
福

祉
課

専
門

部
会

作
業

部
会

精
神

部
会

当
事
者
部
会

「
精
神

障
害
者

に
も
対
応

し
た

地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム

」
構
築
部

会

療
育

支
援
・

教
育
部

会

児
童
通
所
支

援
事
業
所
連

絡
会

医
療
的
ケ
ア

児
等
の
暮
ら

し
を

考
え
る
作
業

部
会

医
ケ
ア
児
者

の
災
害
対
策

検
討
部
会

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
等
事
業

所
連
絡
会

生
活

支
援
部

会

・
指

定
相

談
支

援
事

業
者

・
医

療
・

保
健

機
関

・
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

・
療

育
・

教
育

機
関

・
権

利
擁

護
機

関
・

雇
用

・
就

労
支

援
機

関
・

民
生

委
員

・
児

童
委

員
・

学
識

経
験

者
・

障
害

関
係

団
体

・
佐

倉
市

社
会

福
祉

施
設

協
議

会
・

佐
倉

市
社

会
福

祉
協

議
会

P1

-
 
19

 
-



就
労
支
援
部
会
に
つ
い
て

【
構
成
員
】

•
就
労
系
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
２
７
）

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
・
Ｂ
型
、
就
労
移
行
支
援

な
ど

•
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
就
職
す
る
な
ら
明
朗
塾

印
旛
・
山
武
地
域
で
就
業
及
び
そ
れ
に
伴
う
生
活
に
関
す
る
指
導
・
助
言
・

職
業
準
備
訓
練
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う

•
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
成
田

•
千
葉
県
立
印
旛
特
別
支
援
学
校

さ
く
ら
分
校

•
い
ん
ば
中
核
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
す
け
っ
と

千
葉
県
中
核
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
（
総
合
相
談
）

•
ち
ば
北
総
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仕
事
に
就
い
て
お
ら
ず
、
家
事
も
通
学
も
し
て
い
な
い
、
就
職
を
目
指
す

15
歳

か
ら

49
歳
ま
で
の
若
者
を
支
援

•
佐
倉
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
（
主
に
知
的
障
害
者
の
家
族
会
）

•
佐
倉
市
精
神
障
害
者
家
族
会

か
ぶ
ら
ぎ
会

（
事
務
局
）
佐
倉
市
役
所

障
害
福
祉
課

04
3-

48
4-

41
64

P2
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ご
存
じ
で
す
か
？
「
施
設
外
就
労
」

・
障
害
者
雇
用
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
「
施
設
外
就
労
」
を
活
用
し
て

業
務
の
一
部
を
委
託
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

「
施
設
外
就
労
」
●
障
害
者
が
従
事
で
き
る
作
業
等
が
あ
る
場
合
に
・
・
・

1.
 企
業
と
就
労
支
援
事
業
所
（
福
祉
施
設
）
が
、
そ
の
作
業
に
つ
い
て
委
託
契
約
（
請
負
契
約
）

※
短
期
間
で
の
契
約
も
可
能
で
す

2.
就
労
支
援
事
業
所
を
利
用
す
る
障
害
者
が
、
企
業
内
で
委
託
業
務
に
従
事

※
障
害
者
と
就
労
支
援
事
業
所
の
支
援
員
が
共
に
従
事
（
ま
た
は
巡
回
）
し
、
障
害
者
へ
の
業
務
の
指
示
・
指
導
・

ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
処
は
支
援
員
が
行
い
ま
す
。

3.
 企
業
は
、
就
労
支
援
事
業
所
に
請
負
代
金
を
支
払
う

4.
 就
労
支
援
事
業
所
は
、
障
害
者
に
賃
金
を
支
払
う

（
委
託
例
）
清
掃
、
工
場
ラ
イ
ン
、
検
品
、
袋
詰
め
、
製
品
仕
分
け
、
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ

な
ど

【
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
】

・
労
働
力
不
足
の
解
消

(繁
忙
期
へ
の
対
応

)
・
育
成
時
間
等
の
負
担
軽
減

・
障
害
者
の
直
接
雇
用
の
推
進

(雇
用
の
際
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
習
得
、
人
材
発
掘

)
・

CS
R(
企
業
の
社
会
的
責
任

)、
共
生
社
会
へ
の
取
組

【
障
害
者
の
メ
リ
ッ
ト
】

・
一
般
就
労
に
向
け
た
就
業
経
験

(能
力
開
発

)
・
自
分
に
合
っ
た
仕
事
の
発
見

・
社
会
規
範
の
習
得

・
社
会
参
加
の
促
進

・
能
力
の
発
揮
と
自
己
実
現

市
内
に
、
施
設
外
就
労
や
業
務
の
発
注
を
希
望
す
る
就
労
支
援
事
業
所
が
あ
り
ま
す
。

興
味
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
04

3-
48

4-
41

64
（
障
害
福
祉
課
、
土
屋
）
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「
施
設
外
就
労
」
の
他
に
も
、
仕
事
の
発
注
を
承
り
ま
す

・
「
施
設
外
就
労
」
の
他
に
も
、
企
業
の
業
務
を
切
り
分
け
て
い
た
だ
き

就
労
支
援
事
業
所
内
で
請
け
負
い
ま
す
。

（
発
注
が
考
え
ら
れ
る
業
務
例
）

□
小
物
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

□
袋
詰
め
・
梱
包

□
デ
ー
タ
入
力

□
PO

P作
成

□
出
品
代
行

□
書
類
仕
分
け

/封
入
・
封
か
ん

□
除
草
作
業
／
植
栽
・
花
苗

□
清
掃
（
室
内
・
外
）
□
縫
製
品
作
成

□
記
念
品
・
返
礼
品
作
成

□
印
刷

□
書
類
電
子
化
（

PD
F）

□
観
葉
植
物
レ
ン
タ
ル

□
日
替
わ
り
弁
当
、
総
菜
・
オ
ー
ド
ブ
ル
等
の
提
供
（
配
達
）

□
名
刺
へ
の
点
字
刻
印

□
フ
ェ
ル
ト
や
毛
糸
、
ア
イ
ロ
ン
ビ
ー
ズ
な
ど
を
使
っ
た
手
芸
品

□
封
入
作
業

□
洋
服
の
裁
断

□
布
の
縫
製
作
業

□
建
築
部
材
の
組
立
作
業

□
ス
テ
ッ
カ
ー
・
シ
ー
ル
貼
り
作
業

□
花
や
堆
肥
の
製
作

市
内
に
、
施
設
外
就
労
や
業
務
の
発
注
を
希
望
す
る
就
労
支
援
事
業
所
が
あ
り
ま
す
。

興
味
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
04

3-
48

4-
41

64
（
障
害
福
祉
課
、
土
屋
）

P4

【
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
】

・
労
働
力
不
足
の
解
消
（
繁
忙
期
へ
の
対
応
）
・
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
よ
る
業
務
コ
ス
ト
削
減
の
可
能
性

-
 
22

 
-



P5

※
参
考

-
 
23

 
-



P6

※
参
考
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（
参
考
）
地
域
と
企
業
と
の
つ
な
が
り
を

令
和
６
年
度
か
ら
、

【
市
内
企
業
と
地
域
（
就
労
支
援
事
業
所
）
を
つ
な
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
】
の
構
築

の
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

P7

●
趣
旨

“障
が

い
者

雇
用

を
し

て
い

る
企

業
/こ

れ
か

ら
検

討
す

る
企

業
”

“地
域

“
“就

労
中

/就
労

を
目

指
す

障
が

い
者

支
援

”
の

新
し

い
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

し
て

、
「

障
が

い
者

支
援

/地
域

/企
業

」
の

３
者

が
W

in
―

W
in

―
W

in
の

関
係

で
、

発
展

し
て

い
く

こ
と

を
目

指
す

。

・
就

労
支

援
事

業
所

・
印

旛
特

別
支

援
学

校
さ

く
ら

分
校

・
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
就

職
す

る
な

ら
明

朗
塾

・
株

式
会

社
フ

ジ
ク

ラ
キ

ュ
ー

ブ
・

D
IC

株
式

会
社

総
合

研
究

所
・

TO
TO

 バ
ス

ク
リ

エ
イ

ト
株

式
会

社
・

さ
く

ら
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
カ

ン
パ

ニ
ー

受
賞

企
業

・
特

別
支

援
学

校
実

習
先

企
業

な
ど

❷
佐

倉
市

内
企

業
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

❶
佐

倉
市

障
害

福
祉

課
、

商
工

振
興

課
、

農
政

課

❸
就

労
支

援
部

会
（

就
労

支
援

事
業

所
）
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令和６年度 療育⽀援・教育部会（佐倉市特別⽀援教育連携協議会） 

の活動報告 

 
            （部会⻑）社会福祉法⼈千手会 須藤 

                  （事務局）障害福祉課 東城、木村、柿澤、浅沼 

              教育センター 白澤                         
【部会の目的】 
  保健、医療、教育及び福祉等の各分野の連携強化に資する方策等を検討、実施す

ることにより、障害児者の早期発⾒・早期療育を図る。 
 
【作業部会とその目的】 

佐倉市児童通所⽀援事業所連絡会 
  通所⽀援事業所間の情報交換や事例検討（グループ討議）等により、通所⽀

援事業所の提供サービスの維持・向上を図る。 
 

医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会 
  関係機関が連携し、医療的ケア児等の現状や課題（ニーズ）の把握、医療的

ケア児及びその家族に対する⽀援策の検討・実施を⾏う。 
 
【令和６年度の成果・活動目標】 

（１）療育⽀援・教育部会 

○佐倉市ライフサポートファイルの活⽤促進 

・認知度向上に向けた教育機関等の関係者への説明 

 
（２）佐倉市児童通所⽀援事業所連絡会 

○通所⽀援事業所の提供サービスの維持・向上 

・通所⽀援事業所間の情報交換や事例検討（グループ討議）の実施 

・千葉県の相談⽀援アドバイザー事業の活⽤（講演会の開催） 

 
（３）医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会 

○医療的ケア児者等の⽀援体制の方向性検討 

・アンケート調査の実施（現状や課題・ニーズ等の把握） 

・⽀援策や⽀援体制の方向性の取りまとめ 
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【令和６年度の活動実績】 
（１）療育⽀援・教育部会 
○佐倉市ライフサポートファイルの活⽤促進 
  教育センター、健康管理センター、佐倉市さくらんぼ園、障害福祉課における配布 
○制度改正及び児童通所⽀援に関連する機関の取組等に係る勉強会の実施 
○研修会「地域共⽣社会について・特別⽀援学校における教育について」の実施 
○障害者虐待防止研修の実施 ※啓発・権利擁護部会との合同開催 
 
（２）佐倉市児童通所⽀援事業所連絡会 
○通所⽀援事業所の提供サービスの維持・向上 
  制度改正及び児童通所⽀援に関連する機関の取組等に係る勉強会の実施 
  研修会「地域共⽣社会について・特別⽀援学校における教育について」の実施 
  障害者虐待防止研修の実施 ※啓発・権利擁護部会との合同開催 

 
（３）医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会 
○医療的ケア児者等の⽀援体制の方向性検討 
  アンケート調査報告書の作成 
  医療的ケア児者等とその家族のための⽀援アクションプラン（案）の検討・作成 

 
【令和７年度以降の課題、取組の方向性】 
（１）療育⽀援・教育部会 
①課題 
○佐倉市ライフサポートファイルの活⽤促進 
・更なる認知度の向上（活⽤促進）と活⽤状況の把握（改善検討）が必要。 
 
②取組の方向性 
・教育機関等の関係者や当事者への説明や、活⽤している保護者等に対するアンケート

調査の実施等活⽤状況の把方法の検討を⾏う。 
 
（２）佐倉市児童通所⽀援事業所連絡会 
①課題 
○通所⽀援事業所の提供サービスの維持・向上 
・令和６年度障害福祉サービス等報酬改正による制度改正等を踏まえ、通所⽀援を⾏う

必要。 
 
②取組の方向性 
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・制度改正等についての勉強会や、事例検討（グループ討議）、情報交換等を⾏う。 
 
（３）医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会 
①課題 
・医療的ケア児者等の実態把握を踏まえ、⽀援策等についての検討・実施が必要。 
 
②取組の方向性 
・医療的ケア児者等とその家族のための⽀援アクションプラン（案）に基づき、⽀援策や⽀

援体制の検討、実施を⾏う。 
 
※上記に加え、佐倉市障害者総合⽀援協議会の関係部会の合同開催により、研修実

施を⾏う。（障害者虐待防止等研修、就労選択⽀援事業に関する研修） 
 
【令和６年度の開催実績と議題等】 
（１）療育⽀援・教育部会 
回 開催日 会場 議題、活動内容 
１ R６.5.８ 南部地域福

祉センター 
・児童通所⽀援事業所連絡会の報告 
・令和６年度開催スケジュール 
・令和６年度連絡会における実施事項検討 
・研修「障害とは⽀援とは︖」  

２ R６.7.４ ・児童通所⽀援事業所連絡会の報告 
・障害者差別解消法の概要 
・令和６年度障害福祉サービス等報酬改定 
・障害児通所⽀援のご利⽤の手引き（案） 
・保育所等訪問事業の概要 
・令和６年度連絡会における実施事項検討  

３ R6.10.21 ・障害者虐待防止研修 

※啓発・権利擁護部会との合同会議 
４ R6.12.5 ・佐倉市の障害福祉の現状等 

・ことばと発達の相談室の概要 

・発達相談・就学相談の概要 

・保育所等訪問⽀援事業の概要 
５ R7.2.12 ・障害者⽀援と地域共⽣社会の推進 

・特別⽀援教育に関わる学校・学級について 
 

-
 
28

 
-



 
 

（２）佐倉市児童通所⽀援事業所連絡会  
回 開催日 会場 議題、活動内容 
１ R６.5.８ 南部地域福

祉センター 
 

・令和６年度開催スケジュール 
・令和６年度障害福祉サービス等報酬改定 
・令和６年度連絡会における実施事項検討  
・研修「障害とは⽀援とは︖」  

２ R６.7.４ ・障害者差別解消法の概要 
・令和６年度障害福祉サービス等報酬改定 
・障害児通所⽀援のご利⽤の手引き（案） 
・保育所等訪問事業の概要 
・令和６年度連絡会における実施事項検討 

３ R6.10.21 ・障害者虐待防止研修 

※啓発・権利擁護部会との合同会議 
４ R6.12.5 ・佐倉市の障害福祉の現状等 

・ことばと発達の相談室の概要 

・発達相談・就学相談の概要 

・保育所等訪問⽀援事業の概要 

５ R7.2.12 ・障害者⽀援と地域共⽣社会の推進 

・特別⽀援教育に関わる学校・学級について 

・医療的ケア児者等とその家族のための⽀援アクションプラン
（案） 

 
（３）医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会 
回 開催日 会場 議題、活動内容 
１ R6.10.25 議会棟 

第３委員
会室 

・医療的ケア児者の災害関係に係る取組 
・地域⽣活⽀援拠点等の整備 
・医療的ケア児等に係るアンケート調査結果 
・医療的ケア児等に係る⽀援のあり方 

-
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２ R6.12.17 
※作業部会 

１号館６
階第１会
議室 

・障害者総合⽀援協議会の概要 
・令和５年度医療的ケア児者等とその家族の実態調査
報告書 
・医療的ケア児者等とその家族のための⽀援アクションプラ
ン（案） 
・佐倉市ライフサポートファイル 
・他⾃治体の⽀援ガイドブック（江東区、神⼾市、世田
⾕区、江⼾川区）     

３ R6.2.3 書面会議 ・医療的ケア児者等とその家族のための⽀援アクションプラ
ン（案） 

 
【構成員】 
 
（１）療育⽀援・教育部会 １７⼈ 

当事者団体（3）、障害福祉サービス事業者（4）、 
教育機関（3）、相談⽀援事業所（1）、佐倉市社会福祉協議会（1）、 
佐倉市（こども保育課・こども家庭課・⺟⼦保健課）（３） 

＜事務局＞佐倉市（障害福祉課・教育センター）（2） 
 
（２）佐倉市児童通所⽀援事業所連絡会 3５⼈ 

障害福祉サービス事業者（３０）、相談⽀援事業所（4） 
＜事務局＞佐倉市（障害福祉課）（1） 

 
（３）医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会 1９⼈ 

当事者団体（1）、障害福祉サービス事業者（５）、 
医療機関等（2）、相談⽀援事業所（4）、 
千葉県医療的ケア児等⽀援センター（１）、印旛保健所（１）、 
佐倉市社会福祉協議会（１）、佐倉市（こども保育課・⺟⼦保健課）（２） 

＜事務局＞佐倉市（障害福祉課・教育センター）（2） 
 
 

（以 上） 
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令和６年度 精神部会の活動について 
 

（部会⻑）社会福祉法⼈千手会 鎌田  
（事務局）障害福祉課 日暮、三浦、井上、加藤 

 
【部会の目的】 
・ 佐倉市における精神症状のある方への⽀援のあり方を多角的方面より検討する。 
・ 各委員（家族会・事業所・医療機関・⾏政）間での情報交換及び連携をとりながら、精神

障害者の方々が地域で⽣活していくための⽀援について考えていく。 
・ 佐倉市⺠の方々へ精神障害に関する理解を深めてもらうための方法を検討する。（⺠⽣委

員等の理解促進等） 
 
【作業部会とその目的】 
・ 「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」の構築推進のため、佐倉市における精神

保健福祉の総合的な対策を検討する。 
 
【令和６年度の成果・活動目標】 
・ 各委員（当事者・家族会・事業所・医療機関・⾏政）間での情報交換及び連携を⾏い、

精神障害者の方々が地域で⽣活していくための⽀援について検討する。 
・ 地区社協や⺠⽣委員との地域連携を促進するための研修会を実施する。 
・ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する内容として、住まいの確保、ピ

アサポートの活⽤、入院者の地域移⾏、家族⽀援等に関する内容を協議する。 
 
【令和６年度の活動実績】 
・ 精神障害に関する情報の共有 
  精神保健福祉法の改正や鉄道料⾦割引制度の導入等について情報共有及び意⾒

交換を実施。 
・ アウトリーチ⽀援について共有 
  訪問看護ステーションAricaの上田⽒より、訪問看護の概要、アウトリーチの魅⼒、ACT

の仕組み等について講義を実施。 
・ 作業部会において、今後の「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」の取組につい

て検討 
  佐倉市の現状分析及び課題の抽出のため、地域アセスメント調査を実施 

-
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・ 当事者部会において、精神障害者当事者の意⾒（困っていること、必要としている⽀援等）
を聴収 

 
【令和７年度以降の課題、取組の方向性】 
・ 精神障害に対する地域理解 
・ 市内外の病院や地域の⽀援機関と連携した⽀援体制の構築 
・ 佐倉市における精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム事業の推進 
・ 当事者部会からの意⾒の具体化へ向けた取組 
 
※上記に加え、佐倉市障害者総合⽀援協議会の関係部会の合同開催により、研修実施を⾏
う。（障害者虐待防止等研修、就労選択⽀援事業に関する研修） 
 
【令和６年度開催実績と議題等】 

回 開催日 会場 議題、活動内容 
１ Ｒ6.7.3 市役所社会福祉セ

ンター地下研修室 
 

・総合⽀援協議会の概要 
・精神保健福祉法の改正について 
・鉄道料⾦割引制度の導入について 
・当事者部会の報告 

2 R6.10.24 市役所社会福祉セ
ンター3 階中会議
室 

・精神障害者入院医療費助成制度について 
・配食サービスについて 
・マイナ保険証について 
・当事者部会の報告 

3 R7.1.21 市役所社会福祉セ
ンター3 階中会議
室 

・作業部会の報告 
・【講義】アウトリーチの再考について 

 
（「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」構築部会（作業部会）） 

回 開催日 会場 議題、活動内容 
１ R6.6.11 市役所 ・精神部会（全体会）の準備 

・情報共有 
2 R6.9.19 市役所 ・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム

の今後の取組について 
・精神部会（全体会）の準備 
・情報共有 
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3 R6.12.23 市役所 ・地域アセスメント調査について 
・精神部会（全体会）の準備 
・情報共有 

4 R7.3.5 市役所 ・佐倉市におけるアウトリーチモデルについて 
・家族⽀援、親亡き後の住まいについて 
・精神部会（全体会）の準備 
・情報共有 

 
（当事者部会） 

回 開催日 会場 議題、活動内容 
１ R6.5.10 社会福祉法⼈ 愛光 ・今困っていることや必要な⽀援について 
2 R6.9.13 社会福祉法⼈ 愛光 ・精神障害者向けのサービス等に関する資料作

成と活⽤法について 
・災害対策について 

3 R7.1.27 社会福祉法⼈ 愛光 ・障害福祉サービス等に関する情報の取得方法
について 
・災害対策について 
・「リカバリー」や「ピアサポート」について 

 
【構成員】  
（１）精神部会 19 ⼈ 

当事者家族会(2)、当事者(1)、印旛健康福祉センター(1)、医療機関(3)、 
訪問看護事業所(1)、相談⽀援事業所(4)、中核地域⽣活⽀援センター（1）、 
通所系事業所(3)、障害者⽀援施設(1)、佐倉市社会福祉協議会(1)、 
佐倉市健康推進課(1) 

 
（２）作業部会 8 ⼈ 

当事者家族会(2)、印旛健康福祉センター(1)、医療機関(2)、相談⽀援事業所(2)、 
通所系事業所(1) 
 

（３）当事者部会 ５⼈ 
 

（以上） 
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令和６年度佐倉市精神障害者相談支援事業の概要報告 

 

                             社会福祉法人千手会 

地域生活支援センター「レインボー」 

     

１．事業の目的 

基幹相談支援センターにおける障害者相談支援事業及び基幹相談支援センターに係る

事業が適正かつ円滑に実施されるよう、専門的職員（精神保健福祉士）を配置して、相談

支援事業所及び関係機関（福祉、教育、医療等）と連携を図りながら、精神障害者相談支

援事業を実施する。 

 

※本事業は、障害者総合支援法の地域生活支援事業の一つである障害者相談支援事業

（基幹相談支援センター等機能強化事業）として、佐倉市からの委託を受けて実施。 

※担当者は鎌田大輔（精神保健福祉士、社会福祉士、主任相談支援専門員）。 

 

2．事業の概要 

精神障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、精神障害者等の福祉に関する各般の問題について、

精神障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の支援を行うとともに、虐

待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整等の権利擁護のための援助

を行う。 

 

（１）精神障害者相談支援事業 

（２）精神障害者相談会 

（３）事業所間事例検討会 

（４）佐倉市総合支援協議会精神部会・生活支援部会への出席 

（５）精神障害者家族会への出席 

 

３．事業の具体的内容・実績（令和６年４月から令和７年１月） 

（１）精神障害者相談支援事業 

〇主に障害福祉サービス等を利用している精神障害者等（継続ケース）を対象として、

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の支援を行った。 

○具体的な事例は、以下のとおり。 
・病状の悪化、認知機能の低下により、予約をしてもキャンセルとなるケースや、予約日

に相談に来ることができないケースが例年に比べ多い印象であった。 

-
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・相談支援事業所が関わっているケースであっても、本人と家族の間で情報共有がな

されていないケースや、家族間のトラブルに伴い家族から相談を受けるケースが認

められ、関係機関と情報共有を行い、連携して相談支援を行った。 

・家族のライフステージの変化に伴い、家族関係調整のため複数回に渡って相談を受

け、最終的には家族全員が来所しての家族会議を相談支援専門員と共に行い、対

応するなどした。 

 

・対応人数（実人数）：３６９名 

・支援方法・件数 

支援方法 説明 件数 

関係機関 関係機関との調整（個別支援会議を除く） 3１９件 

訪問 家庭や施設・学校等相談者がいる場所に訪問 １９５件 

電話相談 電話に依る相談支援 １７７件 

個別支援会議 関係機関と支援のあり方を検討（ケース会議等） ８１件 

来所相談 相談者が事業所へ来所 ２２件 

電子メール 電子メールに依る相談支援 １３件 

同行 関係機関等への同行 １件 

その他  ３件 

合計  ８１１件 
 

・相談内容・件数 

相談内容 説明 件数 

不安の解消・情緒安定 不安や孤独感の軽減を目的とした傾聴 ７２５件 

障害や病状の理解 障害の受容・理解に関する本人や家族への

支援 

６３２件 

福祉サービスの利用等 サービスの情報提供、事業者の紹介、利用
申請や契約に係る支援、サービスに関する
苦情対応等 

６２６件 

健康・医療 医療機関の紹介や同行、服薬管理、生活の

リズムや生活習慣 

６２６件 

家族関係・人間関係 家族関係、人間関係の調整 ４６５件 

生活技術 金銭管理、家事、育児に関する支援 ３６４件 

社会参加・ 

余暇支援活動 

外出や移動に関する支援、 

サークル活動の紹介や同行等 

３５９件 

就労 就職活動や面接等に関する支援、 

雇用条件及び勤務先との調整 

３３１件 

-
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保育・教育 
幼稚園・保育園の紹介、子ども・子育て支援
制度利用に係る助言、学校・教育進路に関
する支援 

２３３件 

家計・経済 年金・手当・生活保護制度に関する支援 ２０７件 

権利擁護 虐待発見時の保護のための措置や 

成年後見制度利用に向けた支援 

３２件 

その他 上記のいずれにも該当しないもの ５５８件 

合計  5,158 件 
 ※「（２）精神障害者相談会」、「（３）事業所間事例検討会」の件数を含む 

 

（２）精神障害者相談会 

〇主に障害福祉サービス等を利用していない精神障害者等（新規ケース）を対象と 

する、精神障害者相談会（予約制）を実施し、必要な情報の提供及び助言等の支援 

を行った。 

 

・相談件数等： 

開催場所 件数 実人数 

ミレニアムセンター佐倉 11 件 10 人 

西部地域保健福祉センター 3 件 3 人 

南部地域保健福祉センター 1 件 1 人 

レインボー 7 件 7 人 

合計 22 件 21 人 

 

（３）事業所間事例検討会 

○精神障害者支援に係る中核的な役割を果たす拠点として、他の事業者間と困難 

ケース等についての事例検討会（月１回）を主催（開催）した。 

 

・出席者： 

－基幹相談支援センター；アシスト（愛光）、レインボー（千手会） 

－障害者相談支援事業所；きらり（えのき会）、こもれびさくら（生活クラブ）、 

かけはし（愛光） 

－スーパーバイザー；成田市地域生活支援センター（橋本美枝氏） 

－行政；佐倉市福祉部障害福祉課 
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  開催日 場所  開催日 場所 

１ 令和６年４月１０日 
市役所 1 号館 

6 階第 1 会議室 
６ 令和６年１０月９日 

市役所 1 号館 

6 階第 1 会議室 

２ 令和６年 5 月８日 
社会福祉センター 

3 階小会議室 
７ 令和６年１１月２０日 

社会福祉センター 

3 階小会議室 

３ 令和６年 6 月５日 
社会福祉センター 

３階小会議室 
８ 令和６年１２月１１日 

中央公民館 

2 階学習室 

４ 令和６年 7 月１０日 
市役所１号館 

６階第１会議室 
９    令和７年１月６日 

社会福祉センター 

3 階小会議室 

５ 令和６年９月６日 
市役所福祉センター 

3 階小会議室 
10 令和７年２月 12 日 

市役所福祉センター 

3 階小会議室 

  

（４）佐倉市総合支援協議会精神部会への出席 

○障害者総合支援法に基づき、佐倉市が設置した障害者総合支援協議会の精神部

会に部会長として出席。 

 

  開催日 場所 

1 令和６年 6 月５日 社会福祉センター３階中会議室 

2 令和 6 年７月３日 社会福祉センター地下研修室 

3 令和 6 年１０月 2４日 社会福祉センター３階中会議室 

３ 令和６年１２月１１日 社会福祉センター地下会議室 

4 令和７年１月２１日 社会福祉センター３階中会議室 

 

（５）精神障害者家族会の定例会への出席 

○精神障害者家族会の定例会に出席し、出席者からの相談に対する助言や情報提供

等を行った。 

 

開催日  開催日 

１ 令和６年 4 月 1０日 ６ 令和６年１１月１３日 

２ 令和６年 5 月８日 ７ 令和６年１２月１１日 

３ 令和６年６月１２日 ８ 令和７年１月８日 

４ 令和６年 7 月１０日 ９ 令和７年２月１２日 

５ 令和６年１０月 9 日   

 

（以 上） 
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令和６年度佐倉市療育支援コーディネーター配置事業の概要報告 

                       

                          社会福祉法人 千手会 

地域生活支援センター「レインボー」 

                    

１．事業の目的 

基幹相談支援センターにおける障害者相談支援事業及び基幹相談支援センターに

係る事業が適正かつ円滑に実施されるよう、専門的職員（医療的ケア児等コーディ

ネーター等）を配置して、相談支援事業所及び関係機関（福祉、教育、医療等）と連携

を図りながら、療育支援コーディネーター事業を実施する。 

 
※本事業は、障害者総合支援法の地域生活支援事業の一つである障害者相談支援

事業（基幹相談支援センター等機能強化事業）として、佐倉市からの委託を受けて

実施。 
※担当者は新井 真由美（社会福祉士・相談支援専門員・医療的ケア児等コーディ

ネーター）。 

 

２．事業の概要 

障害児等が、ライフステージを通じて一貫した療育支援を受けて、自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、障害児等の福祉に関する各般の問題について、

障害児等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の支援を行うとともに、虐

待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整等の権利擁護のための

援助を行う。 

 

（１）障害児等相談支援事業 

（２）佐倉市総合支援協議会療育支援・教育部会への出席 

 

３．事業の具体的内容・実績（令和６年 4 月から令和７年 1 月） 

（１）障害児等相談支援事業 

○障害児等からの相談に応じ、関係機関との連携を図りながら、必要な情報の提供及

び助言等の支援を行った。 

○具体的な事例は、以下のとおり。 
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・障害福祉サービスを利用していたが現在は利用してない障害児のライフステージが

変わる段階における関係者間の引継ぎ 

・医療的ケア児の学びの場に係る医療関係の調整 

・不登校の障害児の相談件数が増加傾向にあり、障害福祉サービス利用へのつなぎ 

（こども家庭課、スクールソーシャルワーカーとの情報共有及び助言） 

・対応人数（実人数）：1６９名 

・支援方法・件数 

支援内容 説明 件数 

保育・教育 

幼稚園・保育園の紹介、子ども・子育て支

援制度利用に係る助言、学校・教育進路

に関する支援 

280 件 

家族関係・人間関係 家族関係、人間関係の調整 １５８件 

障害や病状の理解 障害の受容・理解に関する本人や家族へ

の支援 

１５０件 

不安の解消・情緒安定 不安や孤独感の軽減を目的とした傾聴 １２３件 

福祉サービスの利用等 サービスの情報提供、事業者の紹介、利

用申請や契約に係る支援、サービスに関

する苦情対応等 

１０３件 

健康・医療 医療機関の紹介や同行、服薬管理、生活

のリズムや生活習慣 

５１件 

支援方法 説明 件数 

訪問 家庭や施設・学校等相談者がいる場所に訪問 １０９件 

関係機関 関係機関との調整（個別支援会議を除く） ８５件 

同行 関係機関等への同行   ５１件 

電話相談 電話に依る相談支援 ４８件 

来所相談 相談者が事業所へ来所 １１件 

個別支援会議 関係機関と支援のあり方を検討（ケース会議等） ８件 

電子メール 電子メールに依る相談支援 ３件 

合計  ３１５件 
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家計・経済 年金・手当・生活保護制度に関する支援 １３件 

社会参加・ 

余暇支援活動 

外出や移動に関する支援、 

サークル活動の紹介や同行等 
６件 

就労 就職活動や面接等に関する支援、 

雇用条件及び勤務先との調整 
４件 

生活技術 金銭管理、家事、育児に関する支援 ０件 

権利擁護 虐待発見時の保護のための措置や 

成年後見制度利用に向けた支援 
０件 

その他 上記のいずれにも該当しないもの １５６件 

合計  １，０４４件 

 

（参考）連携した関係機関 

○行政機関 

・佐倉市：障害福祉課、こども保育課（ファミリーサポートセンター含む）、こども家庭課、

母子保健課、 西部保健福祉センター 

・千葉県：千葉県中央児童相談所、印旛保健所 

 

○教育機関 

・佐倉市教育センター、スクールソーシャルワーカー 

・慈光幼稚園、千成幼稚園、佐倉市さくらんぼ園 

・小竹小学校、志津小学校、井野小学校、上志津小学校、青菅小学校 

・ユーカリ優都ぴあ学童 

・佐倉中学校、上志津中学校、臼井西中学校、志津中学校 

・印旛特別支援学校、千葉県立聾学校、桜が丘特別支援学校 

・佐倉市子育てコンシェルジュ「テレサ」 

 

○医療機関 

・八千代医療センター、下志津病院、大和田訪問看護、風の村訪問看護 
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（２）佐倉市総合支援協議会療育支援・教育部会への出席 

○障害者総合支援法に基づき、佐倉市が設置した障害者総合支援協議会の療育支

援・教育部会（４回）に委員として出席。 

 

  開催日 場所 
１ 令和 6 年５月８日 南部地域福祉センターB 棟１階研修室 
２ 令和 6 年７月４日 南部地域福祉センターB 棟１階研修室 

３ 
令和６年１０月２１日 

※啓発・権利擁護部会との合同会議 
臼井公民館２階研修室 

４ 令和６年１２月５日 南部地域福祉センターB 棟１階研修室 
５ 令和７年２月１２日 南部地域福祉センターB 棟１階研修室 

 

 

 

（参考） 

①小児慢性特定疾患児に対する支援 

○千葉県から、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の委託を受け、長期にわたり

療育を必要とする小児慢性特定疾患児等及びその家族等からの相談に応じ、必要

な情報提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行う。 

 

②ＮＩＣＵ在宅移行支援看護師育成プログラム開発委員会への参加 

※例年は千葉県からの以下の依頼を受けて業務を実施（コロナ禍以降実績がないが、

依頼時には協力予定）。 

○千葉県の「ＮＩＣＵ在宅移行支援看護師育成事業」の育成プログラム開発委員会に 

「佐倉市療育支援コーディネーター」として参加。 

○在宅移行支援看護師育成プログラム講義のうち福祉分野の役割として「我が子と

地域で暮らす親の力を高めるための支援策」を担当。 

＜講義内容＞ 

１）障害受容と親になるということ  

２）家族の強みに注目した支援の実際  

３）子どもと家族に対する相談支援専門員 

 

（以 上） 
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